
私立学校教育研究装置等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費）交付要綱新旧対照表 
（傍線部分は改正部分） 

 
改正案 現行 

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私

立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））交付要綱 
 

昭 和 ５ ８ 年  ７ 月  １ 日 
文 部 大 臣 裁 定 
（改正昭和６２年 ５月２１日） 
（改正平成 ７年 ３月２２日） 
（改正平成 ８年 ５月１０日） 
（改正平成 ９年 ４月 １日） 
（改正平成１０年 ６月１７日） 
（改正平成１０年１２月１１日） 
（改正平成１１年１２月 ９日） 
（改正平成１３年 １月 ６日） 
（改正平成１３年 ４月 １日） 
（改正平成１４年 ４月 １日） 
（改正平成１５年 ４月 １日） 
（改正平成１７年 ４月 １日） 
（改正平成１８年 ３月 ９日） 
（改正平成２０年 ８月１５日） 

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費

（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））交付要綱 
 

昭 和 ５ ８ 年  ７ 月  １ 日 
文 部 大 臣 裁 定 
（改正昭和６２年 ５月２１日） 
（改正平成 ７年 ３月２２日） 
（改正平成 ８年 ５月１０日） 
（改正平成 ９年 ４月 １日） 
（改正平成１０年 ６月１７日） 
（改正平成１０年１２月１１日） 
（改正平成１１年１２月 ９日） 
（改正平成１３年 １月 ６日） 
（改正平成１３年 ４月 １日） 
（改正平成１４年 ４月 １日） 
（改正平成１５年 ４月 １日） 
（改正平成１７年 ４月 １日） 
（改正平成１８年 ３月 ９日） 
（改正平成２０年 ８月１５日） 



（改正平成２１年 ４月１５日） 
（改正平成２１年 ６月 ２日） 
（改正平成２３年１１月２１日） 
（改正平成２５年 ２月２７日） 
（改正平成２５年 ８月 ５日） 
（改正平成２６年 ３月３１日） 
（改正平成２６年 ４月 １日） 
（改正平成２７年 ４月 １日） 
（改正平成２８年 ３月２２日） 
（改正平成２８年 ４月 １日） 
（改正平成２９年 ３月２３日） 
（改正平成３０年 １月 ４日） 
（改正平成３０年 ３月１４日） 
（改正平成３１年 ３月２９日） 
（改正令和 ２年 ３月２６日） 

 
第１条～第２９条 （略） 
 
附則（平成２３年１１月２１日） 

第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成２５年２月２７日） 

第１条～第３条 （略） 

（改正平成２１年 ４月１５日） 
（改正平成２１年 ６月 ２日） 
（改正平成２３年１１月２１日） 
（改正平成２５年 ２月２７日） 
（改正平成２５年 ８月 ５日） 
（改正平成２６年 ３月３１日） 
（改正平成２６年 ４月 １日） 
（改正平成２７年 ４月 １日） 
（改正平成２８年 ３月２２日） 
（改正平成２８年 ４月 １日） 
（改正平成２９年 ３月２３日） 
（改正平成３０年 １月 ４日） 
（改正平成３０年 ３月１４日） 
（改正平成３１年 ３月２９日） 

 
 
第１条～第２９条 （略） 
 
附則（平成２３年１１月２１日） 

第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成２５年２月２７日） 

第１条～第３条 （略） 



 
附則（平成２６年３月３１日） 
第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成２６年４月１日）  

第１条 （略） 
 
附則（平成２７年４月１日） 

第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成２８年３月２２日） 

第１条～第３条 （略） 
 
附則（平成２８年４月１日） 

第１条～第３条 （略） 
 
附則（平成２９年３月２３日） 

第１条～第４条 （略） 
 
附則（平成３０年１月４日） 

第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成３０年３月１４日） 

 
附則（平成２６年３月３１日） 
第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成２６年４月１日）  

第１条 （略） 
 
附則（平成２７年４月１日） 

第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成２８年３月２２日） 

第１条～第３条 （略） 
 
附則（平成２８年４月１日） 

第１条～第３条 （略） 
 
附則（平成２９年３月２３日） 

第１条～第４条 （略） 
 
附則（平成３０年１月４日） 

第１条～第２条 （略） 
 
附則（平成３０年３月１４日） 



第１条～第４条 （略） 
 
附則（平成３１年３月２９日） 

第１条～第５条 （略） 

 

附則（令和 ２年３月２６日） 
第１条 この要綱の規定は、令和２年４月１日以降に交付を決定する

ものから適用し、令和元年度末までに交付を決定したものについて

は、なお、従前の例による。 
 
第２条 要綱第３条第１項第六号イを、次のとおり読み替えるものと

する。 
イ 学校施設耐震改修工事 

私立大学等及び専修学校が行う危険建物の防災機能強化の

ための耐震補強工事及び非構造部材の耐震対策工事であって、

事業費が、大学にあっては１，０００万円以上、短期大学、高

等専門学校及び専修学校にあっては４００万円以上（非構造部

材の耐震対策工事のみの場合であって、大学にあっては３００

万円以上、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程にあ

っては１５０万円以上、専修学校高等課程にあっては下限額は

ないものとする。）のもの 
 
第３条 要綱第３条第１項第六号ホを、次のとおり読み替えるものと

第１条～第４条 （略） 
 
附則（平成３１年３月２９日） 

第１条～第５条 （略） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



する。 
ホ 学校施設防災機能強化事業 

私立大学等及び専修学校が行う防災機能強化のための屋外

防災施設等の整備であって、事業費が３００万円以上（短期大

学、高等専門学校及び専修学校専門課程にあっては１５０万円

以上、専修学校高等課程にあっては下限はないものとする。）

（避難所指定を受けている専修学校が行う自家発電設備の単

体整備にあっては、事業費が２００万円以上、５００万円以下）

のもの 
 
第４条 前２条は、令和２年度末までに交付を決定するものについて

適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙様式第１（第６条関係） 
～別紙様式第１５（第２５条関係） （略） 

 
別紙様式第１６（第２５条の２関係） 

文  書  番  号 
平成  年  月  日 

 
 
 都 道 府 県 知 事 殿 
 
 
 

申請者 住所 
（記名押印又は署名） 

 
 

平成  年度私立学校施設整備費補助金（私立学 
校教育研究装置等施設整備費（私立大学・大学院 
等教育研究装置施設整備費））に係る消費税及び 
地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告 
書（専修学校関係） 

 
平成  年  月  日付け第  号で補助金の交付の決定を受

けた下記事業について、私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研

究装置等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））

交付要綱（昭和５８年７月１日文部大臣裁定）第２５条の２の規定に

基づき、下記のとおり報告します。 
 

別紙様式第１（第６条関係） 
～別紙様式第１５（第２５条関係） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 
 
１ 事業名  
 
 
２ 補助金額（交付要綱第２５条による額の確定額） 

千円 
 
３ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額 
千円 

 
４ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額 
千円 

 
５ 補助金返還相当額（４－３） 

千円 
(注) 別紙として返還額に係る積算の内訳を添付すること。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第１７（第２５条の３関係） 
 

平成  年  月  日 
 
 

（精算・概算）請  求  書 
 
 
 

都道府県会計管理者 殿 
 
 
 

平成  年度私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置 
等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））を、

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費 
（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））交付要綱（昭和５

８年７月１日文部大臣裁定）第２５条の３の規定により、下記のと

おり請求します。 
 

記 

 （略） 

別紙様式第１５（第２５条の２関係） 
 

平成  年  月  日 
 
 

（精算・概算）請  求  書 
 
 
 
都道府県会計管理者 殿 

 
 
 
平成  年度私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置

等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））を、

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費

（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））交付要綱（昭和５

８年７月１日文部大臣裁定）第２５条の２の規定により、下記のと

おり請求します。 
 

記 

（略） 
 


